
区域計画の変更の認定申請書 

令和８年５月 日 

内閣総理大臣 殿 

仙北市国家戦略特別区域会議 

 令和７年９月 16日付けで認定を受けた区域計画について下記のとおり変更したいので、

国家戦略特別区域法第９条第１項の規定及び同法附則第３条に規定する措置に基づき、認

定を申請します。 

１ 変更事項 

⑴ 「その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活

動の拠点の形成のために必要な事項」中、「近未来技術の実証実験を促進するため

の『仙北市近未来技術実証ワンストップセンター』の設置」を削除する。 

⑵ 「その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活

動の拠点の形成のために必要な事項」中、「国家戦略特区の利活用を促進するため

の『仙北市国家戦略特区推進センター』の設置」を追加する。 

２ 変更事項の内容 

 別紙のとおり。 

（案） 
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仙北市 国家戦略特別区域 区域計画（変更案） 

 

令 和 ８ 年 ５ 月  日 

仙北市国家戦略特別区域会議 

 

１～４ 略 

 

５ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

点の形成のために必要な事項 

（１） 削除 

 

（２）、（３） 略 

 

（４）事項：国家戦略特区の利活用を促進するための「仙北市国家戦略特区推進センター」

の設置 

内容：事業者への情報提供や関係機関との調整を一元的に行い、規制改革の推進と

新規事業の創出等を図る「仙北市国家戦略特区推進センター」を設置する。

【令和８年度中に設置予定】 

ⅰ）設置主体：仙北市 

ⅱ）設置場所：仙北市役所 

ⅲ）実施体制：施設長、事務責任者を配置する。 

ⅳ）事業内容：センターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

・特区制度に関する相談窓口の設置・ワンストップ支援 

・企業・地域事業者等への制度情報の提供・説明 

・規制改革メニューの活用・新規提案に向けた調整支援 

・セミナー・広報等による普及啓発・利用促進 

・その他、国家戦略特区の利活用の推進に必要な支援 
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新旧対照表 
 

仙北市 国家戦略特別区域 区域計画 

改正案 現行 
１～４ 略 

 

５ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

点の形成のために必要な事項 

（１） 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）、（３） 略 

 

１～４ 略 

 

５ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

点の形成のために必要な事項 

 （１）事項：近未来技術の実証実験を促進するための「仙北市近未来技術実証ワンス

トップセンター」の設置 

内容：近未来技術であるＡＩ・ＩｏＴ、自動運転、無人航空機等を活用した実

証実験（以下「実証実験」という。）を促進するため、仙北市内において

実証実験を実施しようとする者に対して、必要な手続に関する情報の提供

、相談、助言その他の援助を行う「仙北市近未来技術実証ワンストップセ

ンター」（以下「センター」という。）を国家戦略特別区域会議の下に設

置する。【令和２年度中に設置予定】 

ⅰ）設置主体：国（内閣府、警察庁、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通

省）及び仙北市 

ⅱ）設置場所：仙北市役所（秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後 30 番地） 

ⅲ）実施体制：施設長、事務責任者を配置する。 

ⅳ）事業内容：センターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

・実証実験に必要な手続に関する電話相談、窓口相談等の対応 

・関係機関との調整、関係機関への情報提供 

・実証実験の場となる土地又は施設の管理者との調整 

・実証実験の実施に係る地元関係者との連絡調整 

・国家戦略特区制度を活用した規制緩和に係る相談受付 

・その他、実証実験の実施に必要な支援。 

 

（２）、（３） 略 

 



（４）事項：国家戦略特区の利活用を促進するための「仙北市国家戦略特区推進センタ

ー」の設置 

内容：事業者への情報提供や関係機関との調整を一元的に行い、規制改革の推進 

と新規事業の創出等を行う「仙北市国家戦略特区推進センター」を設置

する。【令和８年度中に設置予定】 

ⅰ）設置主体：仙北市 

ⅱ）設置場所：仙北市役所 

ⅲ）実施体制：施設長、事務責任者を配置する。 

ⅳ）事業内容：センターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

・特区制度に関する 相談窓口の設置・ワンストップ支援

・企業・地域事業者等への 制度情報の提供・説明

・規制改革メニューの活用・新規提案に向けた 調整支援

・セミナー・広報等による 普及啓発・利用促進

・その他、国家戦略特区の利活用の推進に必要な支援

［加える。］ 


	☆会議資料一式【set】※評価本文は↓のほうに (1)
	【資料１－１】r4
	
	新規特例提案数r


	☆会議資料一式【set】※評価本文は↓のほうに (1)
	資料00_区域会議議事次第(2605252150) 【set】
	資料1-1～1-2_評価資料（本文以外）【set】
	【資料１－２】 (2)
	（0521時点）【資料１－２】令和７年度国家戦略特別区域の評価（案）について

	【資料１－２】別紙１r2

	資料2～18自治体提出資料 (05261730時点）【set】
	資料03（神奈川県）ポンチ絵（二国間協定に基づく外国人医師の業務解禁）_v2
	資料04［千葉県］区域会議資料
	資料06（大阪府）関西圏大阪ポンチ絵 (1)
	資料07養父市　提出資料（特区課修正）
	スライド 1: 養父市　提出資料

	資料08【暫定】（福岡市）区域会議資料(260518時点版)
	資料09【暫定】（北九州市）区域会議資料
	資料13（つくば市）260527_区域会議説明資料 1
	資料14（茅野市）ポンチ絵 (1)
	資料16（熊本県）ポンチ絵 (1)
	資料17（長崎県）
	資料18（福島県）
	ADP372A.tmp
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	ADP5106.tmp
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5

	ADPE2A4.tmp
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

	ADPD5A4.tmp
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

	ADP74F4.tmp
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5

	【確定】福岡市発表資料
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11


	資料19～24_区域計画（案）05261500【set】
	【資料19】【東京圏】区域計画
	【資料19】【東京圏】区域計画変更認定申請書
	【資料19】【東京圏】新旧対照表ｒｒ ｒ
	【資料20】【関西圏】区域計画
	【資料20】【関西圏】区域計画変更認定申請書
	【資料20】【関西圏】新旧対照表
	【資料21】【福岡市・北九州市】区域計画
	【資料21】【福岡市・北九州市】区域計画変更認定申請書ｒｒ
	【資料23】【デジ田】区域計画変更認定申請書
	【資料23】【デジ田】新旧対照表ｒｒ
	【資料24】【宮城・熊本】区域計画認定申請書ｒｒ

	参考資料1_国家戦略特区の評価に係る関連規定【set】
	参考資料2_各区域計画の特例措置等についてr5【set】
	参考資料3_区域計画に記載する特定事業等の概要【set】
	表紙
	区域計画に記載する特定事業等の概要

	1 都市計画ワンストップ
	2 外国医師
	5 ベンチャーファンド（監査不要）
	5 ベンチャーファンド（出資規制）
	6 近未来ワンストップセンター
	7 開業ワンストップセンター
	8 行政手続の英語対応
	
	スライド番号 1




	参考資料2_各区域計画の特例措置等についてr5【set】 (1)
	【資料１－１】
	
	特例措置化・全国展開・全国措置

	
	新規特例提案数r





